
朝倉市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、がけ地の崩壊等により市民の生命に危険を及ぼす恐れのある区

域において、危険住宅の移転を行う者に対して、市が朝倉市がけ地近接等危険住宅

移転事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、朝倉市補助金

等交付規則（平成１８年朝倉市規則第４４号）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

（定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分（店舗等の用途を兼ねる

もので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の２分の１未満のもの

を含む。） 

（２） 土砂災害警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律（平成１２年法律第５７号。以下「土砂災害防止法」という。）

第７条第 1項の規定により都道府県知事が指定する区域 

（３） 土砂災害特別警戒区域 土砂災害防止法第９条第１項の規定により都道府

県知事が指定する区域 

（４） 災害危険区域 福岡県建築基準法施行条例（昭和４６年福岡県条例第２９

号）第３条の規定により県知事が指定する区域 

（５） 既存不適格 建築時には適法に建てられた建築物であって、その後、法令

の改正、都市計画変更等によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物 

（６） 急傾斜地崩壊対策事業等 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

（昭和４４年法律第５７号）に基づく急傾斜地崩壊対策事業、地すべり等防止

法（昭和３３年法律第３０号）に基づく地すべり防止事業その他各種防災事業 

（７） 危険住宅 次のアからウまでのいずれかに該当する区域に存する既存不

適格住宅（急傾斜地崩壊対策事業等の実施区域に存するものを除く。）又は次

のアからオまでのいずれかに該当する区域に存する住宅のうち、建築後の大規

模地震、台風等により安全上若しくは生活上の支障が生じ、県又は市が移転勧



告、是正勧告、避難勧告、避難指示等を行ったもの。ただし、避難勧告及び避

難指示については、当該勧告又は指示が公示された日から６月を経過している

住宅に限る。 

ア 土砂災害特別警戒区域 

イ 災害危険区域 

ウ 福岡県建築基準法施行条例第５条の規定により建築が制限されている区域 

エ 土砂災害防止法第４条第１項に定められた基礎調査を完了し、アに掲げる

区域に指定される見込みのある区域 

オ 事業着手時点で過去３年間に災害救助法（昭和２２年法律第１０８号）の

適用を受けた地域 

（８） 代替住宅 移転先となる危険住宅でない住宅 

 （９） 所有者等 危険住宅の所有者若しくは所有者の相続人又はこれらの者の同

意を得て第４条に規定する補助対象事業（補助の対象となる事業をいう。以下

同じ。）を行う者 

 （１０） 施工業者等 所有者等との請負契約、金銭消費貸借契約等により、第４

条に規定する補助対象事業を行う事業者 

 （補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げ

る要件の全てを満たす所有者等とする。 

（１） 市内に存する危険住宅の所有者等であること。 

（２） 土砂災害警戒区域外及び第２条第７号アからオの区域外の市内の代替住宅

に移転する者であること。 

（３） 市税等を滞納していないこと。 

（４） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号)

第２条第２号に規定する暴力団の構成員（同条第６号に規定する暴力団員をい

う。）でないこと。 

（５） この要綱に基づく補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の

補助金の交付を受けていないこと。 

（補助対象事業） 

第４条 補助対象事業は、次に掲げる事業のうち、市内に存する危険住宅について、



補助対象者が施工業者等に発注して行う事業とし、各号のいずれか一方又は両方を

補助対象事業とすることができる。ただし、危険住宅が企業の社宅等である場合を

除く。 

（１） 危険住宅の除却等を行う事業（以下「危険住宅除却等事業」という。） 

（２） 土砂災害警戒区域外及び第２条第７号アからオの区域外の市内の区域にお

いて、代替住宅の建設等を行う事業（以下「代替住宅建設等事業」という。） 

２ 補助対象事業は、危険住宅に居住する者の代替住宅への移転及び当該危険住宅の

除却を伴うものでなければならない。 

（補助金の額等） 

第５条 市長は、補助対象事業を行なう者に対し、予算の範囲内において、次の各号

に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額を補助金として交付することがで

きる。 

（１） 危険住宅除却等事業 危険住宅の除却等に要する経費（撤去費、動産移転

費、仮住居費等）の額（９７万５，０００円を限度とする。） 

（２） 代替住宅建設等事業 危険住宅に代わる住宅の建設（購入、必要な土地の

取得を含む。）及び改修をするために要する資金を銀行その他の金融機関から

借り入れた場合における当該借入金利子（年利率８．５パーセントを限度とす

る。）に相当する額（建設又は購入に当たっては３２５万円、土地の取得に当

たっては９６万円を限度とする。） 

（補助金の交付申込） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申込者」という。）は、

朝倉市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申込書（様式第１号。以下「補助

金交付申込書」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による補助金交付申込書の提出があったときは、その内容を

審査し、その結果について申込者に通知するものとする。 

（補助金交付申請） 

第７条 前条第２項の規定により補助の対象として適当であると通知を受けた申込者

（以下「申請者」という。）は、朝倉市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付

申請書（第２号様式。以下「申請書」という。）に関係書類を添付して、市長に提

出するものとする。 



（補助金の交付決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、

補助金の交付の可否を決定したときは、朝倉市がけ地近接等危険住宅移転事業補助

金交付（不交付）決定通知書（様式第３号）により申請者へ通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると

認めるときは、条件を付することができる。 

（補助事業の変更） 

第９条 前条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者（以下「決定者」

という。）は、補助金の交付決定を受けた補助対象事業（以下「補助事業」という。）

の内容に変更が生じるときは、速やかに朝倉市がけ地近接等危険住宅移転事業補助

金交付変更申請書（様式第４号。以下「変更申請書」という。）に関係書類を添付

して、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、

補助金の変更交付を決定したときは、朝倉市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金

交付決定変更通知書（様式第５号）により決定者に通知するものとする。 

（補助事業の着手） 

第１０条 補助事業は、補助金の交付決定を受けた後に着手しなければならない。 

（補助事業の遂行） 

第１１条 決定者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に従い、適切

に補助事業を行わなければならない。 

（検査等） 

第１２条 市長は、必要と認めるときは、補助事業の工程を指定し、検査を行うこと

ができる。 

２ 市長は、前項の規定により検査を行った結果、補助事業が適切に行われていない

と認める場合は、当該補助事業が適切に行われるよう決定者に指導するものとする。 

（完了報告等） 

第１３条 決定者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業完了の日から起算し

て３０日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の２月末日

までのいずれか早い日までに、朝倉市がけ地近接等危険住宅移転事業完了報告書

（様式第６号。以下「完了報告書」という。）に関係書類を添付して市長に提出し



なければならない。 

（補助事業の廃止等） 

第１４条 決定者が、補助事業を廃止し、又は中止しようとするときは、速やかに、

朝倉市がけ地近接等危険住宅移転事業の廃止（中止）承認申請書（様式第７号）を

市長に提出し、承認を受けなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第１５条 市長は、第１３条の規定による完了報告書の提出を受けたときは、内容を

審査し、補助金の額を確定したときは、朝倉市がけ地近接等危険住宅移転事業補助

金確定通知書（様式第８号）により決定者に通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第１６条 決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに補助金の請求

書を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、補助金を交付するもの

とする。 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第１７条 市長は、決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決

定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部に

ついて期限を定めて返還を命ずるものとする。 

（１） 虚偽の申請その他の不正の行為により補助金の交付決定を受けたとき。 

（２） 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件、関係法令等又はこの要綱

に違反したとき。 

（３） 完了報告書を提出しなかったとき。 

（４） その他市長が不適当と認めるとき。 

（書類の保管） 

第１８条 決定者は、補助金の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後

５年間保管しなければならない。 

（委任） 

第１９条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 



１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

（失効） 

２ この要綱は、令和４年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までにし

た行為に対する第１７条から第１９条までの規定の適用については、なおその効力

を有する。 

   附 則 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の朝倉市がけ地近接等危

険住宅移転事業補助金交付要綱の規定は、令和元年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

 


